
様式例・記載例（ 法第28条第１ 項「 前事業 年度の 計 算書類（ 活動計 算書） 」 ）

○ ○ 年度　活動計 算書
× × 年× 月× 日か ら × × 年× 月× 日ま で

特定非営 利活動法人○ ○ ○ ○
（ 単位：円 ）

科 目
Ⅰ 経常収益
１ ．受取会費
正会員 受取会費 × × ×
賛助会員 受取会費 × × ×
･････････････ × × × × × ×
２ ．受取寄 附金
受取寄 附金 　　 × × ×
施設等受入評価 益 × × ×
･････････････ × × × × × ×
３ ．受取助成金 等
受取民間助成金 × × ×
･････････････ × × × × × ×
４ ．事業 収益
○ ○ 事業 収益 × × ×
５ ．そ の 他収益
受取利息 × × ×
雑収益 × × ×
･････････････ × × × × × ×
経常収益 計 × × ×
Ⅱ 経常費用
１ ．事業 費
人件費
給 料手当 × × ×
法定福利費 × × ×
退職給 付費用 × × ×
福利厚生費 × × ×
･････････････ × × ×
人件費計 × × ×
そ の 他経費
会議 費 × × ×
旅費交通費 × × ×
施設等評価 費用 × × ×
減価 償却 費 × × ×
支払利息 × × ×
･････････････ × × ×
そ の 他経費計 × × ×

事業 費計 × × ×
２ ．管理費
人件費
役員 報酬 × × ×
給 料手当 × × ×
法定福利費 × × ×
退職給 付費用 × × ×
福利厚生費 × × ×
･････････････ × × ×
人件費計 × × ×
そ の 他経費
会議 費 × × ×
旅費交通費 × × ×
減価 償却 費 × × ×
支払利息 × × ×
･････････････ × × ×
そ の 他経費計 × × ×

管理費計 × × ×
経常費用計 × × ×
当期経常増減額 × × ×

Ⅲ 経常外収益
１ ．固定資産売却 益 × × ×
･････････････ × × ×

金 額

（ ２ ）

（ １ ）

（ ２ ）

（ １ ）

施設等評価費
用も併せて計
上（計上は法
人の任意）

当該事業年度の自至
年月日を記載

人件費とその他
経費に分けた上
で、支出の形態
別に内訳を記載

人件費とその他
経費に分けた上
で、支出の形態
別に内訳を記載

施設等受入評
価益も併せて
計上（計上は
法人の任意）

会費の性格
に応じて分
けて記載



経常外収益 計 × × ×
Ⅳ 経常外費用
１ ．過年度損益 修正損 × × ×
･････････････ × × ×
経常外費用計 × × ×
税引 前当期正味財産増減額 × × ×
法人税、住民税及 び 事業 税 × × ×
当期正味財産増減額 × × ×
前期繰越 正味財産額 × × ×
次期繰越 正味財産額 × × ×

※ 　当該年度は そ の 他の 事業 を 実施し て い ま せん 。

（ 一 般正味財産増減の 部）
Ⅰ　経常収益
　１ ．受取寄 附金
　　　受取寄 附金 振替額 × × ×
　　　　････････････････････
Ⅱ　経常費用
　２ ．事業 費
　　　援 助用消耗品費 × × ×
　　　　････････････････････
（ 指定正味財産増減の 部）
　受取寄 附金 ○ ○ ○
　　　　････････････････････
　一 般正味財産へ の 振替額　　 　　　　 △ × × ×

（ 注） 　重要性が 高い と 判断さ れ る 使途等が 制約さ れ た 寄 附金 等（ 対象事業 等が 定め ら れ た 補助金 等を 含
　　  む ） を 受け 入れ た 場合は ，「 一 般正味財産増減の 部」 と 「 指定正味財産増減の 部」 に 区 分し て 表示
　　　す る こと が 望ま し い 。表示例は 以下 の と お り 。

前事業年度活動計算書の
「次期繰越正味財産額」
と金額が一致することを
確認する

貸借対照表の「正味財産合計」と金
額が一致することを確認する

使途等の制約が解除されたことによる指定
正味財産から一般正味財産への振替額

「受取寄附金振替額」と
同額をマイナス計上

その他の事業を定款で掲げて
いない法人はこの脚注は不要

法人税等の納税
があった場合



○ ○ 年度　活動計 算書
× × 年× 月× 日か ら × × 年× 月× 日ま で

特定非営 利活動法人○ ○ ○ ○
（ 単位：円 ）

特定非営 利活動
に 係る 事業

Ⅰ 経常収益
１ ．受取会費
正会員 受取会費 × × × × × ×
･････････････ × × × × × ×
２ ．受取寄 附金
受取寄 附金 × × × × × ×
施設等受入評価 益 × × × × × ×
･････････････ × × × × × ×
３ ．受取助成金 等
　　　　受取民間助成金 × × × × × ×
･････････････ × × × × × ×
４ ．事業 収益
○ ○ 事業 収益 × × × × × ×
△ △ 事業 収益 × × × × × ×
５ ．そ の 他収益
受取利息 × × × × × ×
雑収益 × × × × × ×
･････････････ × × × × × ×
経常収益 計 × × × × × × × × ×
Ⅱ 経常費用
１ ．事業 費
人件費
給 料手当 × × × × × × × × ×
法定福利費 × × × × × × × × ×
退職給 付費用 × × × × × ×
福利厚生費 × × × × × × × × ×
･････････････ × × × × × ×
人件費計 × × × × × × × × ×
そ の 他経費
会議 費 × × × × × ×
旅費交通費 × × × × × × × × ×
施設等評価 費用 × × × × × ×
減価 償却 費 × × × × × ×
支払利息 × × × × × ×
･････････････ × × × × × × × × ×
そ の 他経費計 × × × × × × × × ×

事業 費計 × × × × × × × × ×
２ ．管理費
人件費
役員 報酬 × × × × × ×
給 料手当 × × × × × ×
法定福利費 × × × × × ×
退職給 付費用 × × × × × ×
福利厚生費 × × × × × ×
･････････････ × × × × × ×
人件費計 × × × × × ×
そ の 他経費
会議 費 × × × × × ×
旅費交通費 × × × × × ×
減価 償却 費 × × × × × ×
支払利息 × × × × × ×
･････････････ × × × × × ×
そ の 他経費計 × × × × × ×

管理費計 × × × × × ×
経常費用計 × × × × × × × × ×
当期経常増減額 × × × × × × × × ×

Ⅲ 経常外収益
１ ．固定資産売却 益 × × × × × ×

（ １ ）

（ ２ ）

様式例・記載例（ 法第28条第１ 項「 前事業 年度の 計 算書類（ 定款に そ の 他の 事業 が 掲げら れ て い る 場合の 活動計 算書） 」 ）

科 目 そ の 他の 事業 合計

（ １ ）

（ ２ ）

当該事業年度の自至
年月日を記載

人件費とその他
経費に分けた上
で、支出の形態
別に内訳を記載

人件費とその他
経費に分けた上
で、支出の形態
別に内訳を記載

施設等評価
費用も併せ
て計上（計
上は法人の
任意）

施設等受入
評価益も併
せて計上
（計上は法
人の任意）



･････････････ × × × × × ×
経常外収益 計 × × × × × ×
Ⅳ 経常外費用
１ ．過年度損益 修正損 × × × × × ×
･････････････ × × × × × ×
経常外費用計 × × × × × ×
経理区 分振替額 × × × △ × × × × × ×
当期正味財産増減額 × × × × × × × × ×

前期繰越 正味財産額 × × ×
次期繰越 正味財産額 × × ×

貸借対照表の「正味
財産合計」と金額が
一致することを確認
する

前事業年度活動計
算書の「次期繰越
正味財産額」と金
額が一致すること
を確認する

その他の事業
で得た利益の
振替額

貸借対照表を
別葉表示しな
いこととする
場合には、正
味財産額の内
訳は表示され
ない

その他の事業を実施していな
い場合は，「その他の事業」
欄の数字をすべてゼロとする，
あるいはＰ78様式例を使い，
脚注に「※当該年度はその他
の事業を実施していませ
ん。」と明記する



様式例・記載例（ 法第28条第１ 項「 前事業 年度の 計 算書類（ 貸借対照表） 」 ）

○ ○ 年度　貸借対照表
× × 年× 月× 日現在

特定非営 利活動法人○ ○ ○ ○
（ 単位：円 ）

科 目
Ⅰ 資産の 部
１ ．流動資産
現金 預金 × × ×
未収金 × × ×
･････････････ × × ×
流動資産合計 × × ×
２ ．固定資産
有形固定資産
車両運 搬具 × × ×
什器備品 × × ×
･････････････ × × ×
有形固定資産計 × × ×
無形固定資産
ソ フ ト ウ ェ ア × × ×
･････････････ × × ×
無形固定資産計 × × ×
投資そ の 他の 資産
敷金 × × ×
○ ○ 特定資産 × × ×
･････････････ × × ×
投資そ の 他の 資産計 × × ×

固定資産合計 × × ×
資産合計 × × ×

Ⅱ 負債の 部
１ ．流動負債
未払金 × × ×
前受民間助成金 × × ×
･････････････ × × ×
流動負債合計 × × ×
２ ．固定負債
長期借入金 × × ×
退職給 付引 当金 × × ×
･････････････ × × ×
固定負債合計 × × ×
負債合計 × × ×
Ⅲ 正味財産の 部
前期繰越 正味財産 × × ×
当期正味財産増減額 × × ×
正味財産合計 × × ×
負債及 び 正味財産合計 × × ×

金 額

（ １ ）

（ ２ ）

（ ３ ）

Ⅰ　資産の 部
 　１ 　流動資産
　　　　････････････････････
Ⅱ  負債の 部
　　　　････････････････････
Ⅲ  正味財産の 部
　１   指定正味財産
　指定正味財産合計 × × ×
　２   一 般正味財産
　一 般正味財産合計 ○ ○ ○

（ 注） 　重要性が 高い と 判断さ れ る 使途等が 制約さ れ た 寄 附金 等（ 対象事業 等が 定め ら れ た 補助金 等を
　　　含 む ） を 受け 入れ た 場合は ，「 Ⅲ　正味財産の 部」 を 「 指定正味財産」 と 「 一 般正味財産」 に 区
　　　分し て 表示す る こと が 望ま し い 。表示例は 以下 の と お り 。

「資産合計」と金額が一致
することを確認する

「負債及び正味財産合計」と金額
が一致することを確認する

当該事業年度の
末日を記載する

前事業年度貸借対照表の「正味
財産合計」と金額が一致するこ
とを確認する

活動計算書の「次期繰越正味財産額」と
金額が一致することを確認する

使途等が制約された寄附金等の残高を記載



様式例・記載例（ 法第28条第１ 項「 前事業 年度の 財産目録」 ）

○ ○ 年度　財産目録
× × 年× 月× 日現在

特定非営 利活動法人○ ○ ○ ○
（ 単位：円 ）

科 目
Ⅰ 資産の 部
１ ．流動資産
現金 預金
手元現金 × × ×
× × 銀 行普通預金 × × ×
未収金
× × 事業 未収金 × × ×
･････････････ × × ×
流動資産合計 × × ×
２ ．固定資産
有形固定資産
什器備品
パソ コ ン1台 × × ×
応 接セ ッ ト × × ×
･････････････ × × ×
歴史的資料 評価 せず
･････････････ × × ×
有形固定資産計 × × ×
無形固定資産
ソ フ ト ウ ェ ア
財務ソ フ ト × × ×
･････････････ × × ×
無形固定資産計 × × ×
投資そ の 他の 資産
敷金 × × ×
○ ○ 特定資産
× × 銀 行定期預金 × × ×
･････････････ × × ×
投資そ の 他の 資産計 × × ×

固定資産合計 × × ×
資産合計 × × ×
Ⅱ 負債の 部
１ ．流動負債
未払金
事務用品購入代 × × ×
･････････････ × × ×
預り 金
源泉所得税預り 金 × × ×
･････････････ × × ×
･････････････ × × ×
流動負債合計 × × ×
２ ．固定負債
長期借入金 × × ×
× × 銀 行借入金 × × ×
･････････････ × × ×
･････････････ × × ×
固定負債合計 × × ×
負債合計 × × ×
正味財産 × × ×

金 額

（ １ ）

（ ２ ）

（ ３ ）

当該事業年度の
末日を記載する

口座番号の
記載は不要

基本的に貸借対照表上の金
額と同じ金額を記載する

金銭評価ができない資産
については「評価せず」
として記載できる



様式例・記載例（ 法第28条第１ 項「 前事業 年度の 計 算書類（ 計 算書類の 注記） 」 ）

計 算書類の 注記

１ ．重要な会計 方針
　　計 算書類の 作成は ，NPO法人会計 基準（ 2010年７ 月20日　2011年11月20日一 部改正　NPO法人会計 基準協 議 会） に よ っ て い ま す 。

　 棚卸 資産の 評価 基準及 び 評価 方法
････････････････････････････････････････････

　 固定資産の 減価 償却 の 方法
････････････････････････････････････････････

　 引 当金 の 計 上基準
・退職給 付引 当金

・○ ○ 引 当金
････････････････････････････････････････････

　 施設の 提供 等の 物的サ ー ビ ス を 受け た 場合の 会計 処理
施設の 提供 等の 物的サ ー ビ ス の 受入れ は ，活動計 算書に 計 上し て い ま す 。
ま た 計 上額の 算定方法は 「 ４ .　施設の 提供 等の 物的サ ー ビ ス の 受入の 内訳」 に 記載し て い ま す 。

ボ ラ ンテ ィ ア に よ る 役務の 提供

消費税等の 会計 処理
消費税等の 会計 処理は ，税込方式に よ っ て い ま す 。

２ ．会計 方針の 変更
････････････････････････････････････････････

３ ．事業 別損益 の 状況
（ 単位：円 ）

Ａ 事業 費 Ｂ 事業 費 Ｃ 事業 費 Ｄ 事業 費 事業 部門計 管理部門 合計
Ⅰ　経常収益
受取会費 × × × × × ×
受取寄 附金 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
受取助成金 等 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
事業 収益 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
そ の 他収益 × × × × × ×
経常収益 計 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Ⅱ　経常費用
人件費
給 料手当 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
臨時雇賃金 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
･･････････ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
人件費計 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
そ の 他経費
業 務委 託費 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
旅費交通費 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
･･････････ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
そ の 他経費計 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
経常費用計 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
当期経常増減額 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

４ ．施設の 提供 等の 物的サ ー ビ ス の 受入の 内訳
（ 単位：円 ）

内容 金 額 算定方法
○ ○ 体育 館 の × × × ○ ○ 体育 館 使用料金 表に よ っ て い
無償利用 ま す 。

（ １ ）

（ ２ ）

（ ３ ）

従業 員 の 退職給 付に 備え る た め ，当期末に お け る 退職給 付債務に 基づ き 当期末に 発生し て い る と 認
め ら れ る 金 額を 計 上し て い ま す 。なお ，退職給 付債務は 期末自己都合要支給 額に 基づ い て 計 算し て
い ま す 。

（ ４ ）

（ ５ ）

ボ ラ ンテ ィ ア に よ る 役務の 提供 は ，「 ５ ．活動の 原価 の 算定に あた っ て 必要なボ ラ ンテ ィ ア に よ る
役務の 提供 の 内訳」 と し て 注記し て い ま す 。

（ ６ ）

科 目

 １ ．

 ２ ．

 ３ ．

 ４ ．

 ５ ．

（ １ ）

（ ２ ）

　以下 に 示す も の は ，想定さ れ る 注記を 例示し た も の で す 。該当事項が ない 場合は 記載不要で す 。

合理的な算定方法を記載する（活動計算書に
計上する場合は客観的な算定方法）

事業費のみの内訳を表示することも可能。事業を区分
していない法人については記載不要

どの会計基準に基づいて作成したか記載する

消費税を購入価格や販売価格に含めて記帳する方法である
「税込方式」と，消費税を支払ったり受け取ったりする都
度，区分して経理する方法である「税抜方式」のどちらに
よっているかを記載する



５ ．活動の 原価 の 算定に あた っ て 必要なボ ラ ンテ ィ ア に よ る 役務の 提供 の 内訳
（ 単位：円 ）

内容 金 額 算定方法
○ ○ 事業 相談員 × × × 単価 は × × 地区 の 最低賃金 に よ っ て
　■ 名× ■ 日間 算定し て い ま す 。

６ ．使途等が 制約さ れ た 寄 附金 等の 内訳
使途等が 制約さ れ た 寄 附金 等の 内訳（ 正味財産の 増減及 び 残高の 状況 ） は 以下 の 通り で す 。
当法人の 正味財産は × × × 円 で す が ，そ の うち × × × 円 は ，下 記の よ うに 使途が 特定さ れ て い ま す 。
し た が っ て 使途が 制約さ れ て い ない 正味財産は × × × 円 で す 。

（ 単位：円 ）
期首残高 当期増加 額 当期減少額 期末残高

○ ○ 地震被災者 × × × × × × × × × × × × 翌期に 使用予定の 支援 用資金
援 助事業

△ △ 財団助成 × × × × × × × × × × × ×
× × 事業

合計 × × × × × × × × × × × ×

７ ．固定資産の 増減内訳
（ 単位：円 ）

期首取得価 額 取得 減少 期末取得価 額 減価 償却 累計 額 期末帳簿価 額

有形固定資産
什器備品 × × × × × × × × × × × × △ × × × × × ×
･･････････ × × × × × × × × × × × × △ × × × × × ×
無形固定資産
･･････････ × × × × × × × × × × × × △ × × × × × ×
投資そ の 他の 資産
･･････････ × × × × × × × × × × × × × × ×
合計 × × × × × × × × × × × × △ × × × × × ×

８ ．借入金 の 増減内訳
（ 単位：円 ）

科 目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高
長期借入金 × × × × × × × × × × × ×
役員 借入金 × × × × × × × × × × × ×
合計 × × × × × × × × × × × ×

９ ．役員 及 び そ の 近 親者と の 取引 の 内容
役員 及 び そ の 近 親者と の 取引 は 以下 の 通り で す 。

（ 単位：円 ）
計 算書類に 計 内役員 及 び 近

上さ れ た 金 額 親者と の 取引

（ 活動計 算書）
受取寄 附金 × × × × × ×
委 託料 × × × × × ×
活動計 算書計 × × × × × ×

（ 貸借対照表）
未払金 × × × × × ×
役員 借入金 × × × × × ×
貸借対照表計 × × × × × ×

内容 備考

助成金 の 総額は × × 円 で す 。活動計
算書に 計 上し た 額× × 円 と の 差額×
× 円 は 前受助成金 と し て 貸借対照表
に 負債計 上し て い ま す 。

科 目

科 目

合理的な算定方法を記載する（活動計算書に
計上する場合は客観的な算定方法）

対象事業及び実施期間が定められ，未使用額の返還義務が規定されている助
成金・補助金を前受経理をした場合，「当期増加額」には，活動計算書に計
上した金額を記載する。助成金・補助金の総額は「備考」欄に記載する



　・　現物寄 附の 評価 方法
現物寄 附を 受け た 固定資産の 評価 方法は ，固定資産税評価 額に よ っ て い ま す 。

　・　事業 費と 管理費の 按 分方法

　・　重要な後発事象

　・　そ の 他の 事業 に 係る 資産の 状況

平成× × 年× 月× 日，○ ○ 事業 所が 火 災に よ り 焼失し た こと に よ る 損害額は × × 円 ，保険の 契約金 額は ×
× 円 で す 。

そ の 他の 事業 に 係る 資産の 残高は ，土地・建物が × × 円 ，棚卸 資産が × × 円 で す 。
特定非営 利活動に 係る 事業 ・そ の 他の 事業 に 共 通で 使用し て い る 重要な資産は 土地・建物が × × 円 で
す 。

10．そ の 他特定非営 利活動法人の 資産，負債及 び 正味財産の 状態並び に 正味財産の 増減の 状況 を 明ら か に す
　る た め に 必要な事項

各事業 の 経費及 び 事業 費と 管理費に 共 通す る 経費の うち ，給 料手当及 び 旅費交通費に つ い て は 従事割合に
基づ き 按 分し て い ま す 。

貸借対照表日後に発生した事象で，次年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼすも
の（例：自然災害等による重大な損害の発生，重要な係争事件の発生又は解決，主要な
取引先の倒産等）について記載する

その他の事業に固有の資産で重要なもの及び特定非営利活動に係る事業・その他の
事業に共通で使用している重要な資産の残高状況について記載する

重要性が高いと判断される場合に記載する

重要性が高いと判断される場合に記載する



特定非営 利活動法人○ ○ ○ ○
（ 単位：円 ）

Ⅰ 経常収益
１ ．受取会費 750,000
２ ．受取寄 附金 290,000
３ ．そ の 他収益 10,000
経常収益 計 1,050,000
Ⅱ 経常費用
１ ．事業 費
（ 1） 人件費
　　 臨時雇賃金 200,000
　　 人件費計 200,000
（ 2） そ の 他経費
　 　旅費交通費 300,000
　 　通信運 搬費 100,000
　 　そ の 他経費計 400,000
　　 事業 費計 600,000
２ ．管理費
（ 1） 人件費
　　 人件費計 0
（ 2） そ の 他経費
　 　 　印 刷製本費 150,000
　 　通信運 搬費 100,000
　　 減価 償却 費 50,000
　 　雑費 50,000
　 　そ の 他経費計 350,000
　 　管理費計 350,000
経常費用計 950,000
当期正味財産増減額 100,000
前期繰越 正味財産額 450,000
次期繰越 正味財産額 550,000

特定非営 利活動法人○ ○ ○ ○
（ 単位：円 ）

Ⅰ 資産の 部
１ ．流動資産
現金 預金 300,000
流動資産合計 300,000
２ ．固定資産
有形固定資産
　什器備品 250,000
固定資産合計 250,000
資産合計 550,000

Ⅱ 負債の 部
１ ．流動負債
流動負債合計 0
２ ．固定負債
固定負債合計 0
負債合計 0
Ⅲ 正味財産の 部
前期繰越 正味財産 450,000
当期正味財産増加 額 100,000
正味財産合計 550,000
負債及 び 正味財産合計 550,000

× × 年× × 月× × 日現在

科 　目 金 　額

活動計 算書
× × 年× × 月× × 日か ら × × 年× × 月× × 日ま で

科 　目 金 　額

貸借対照表

計 算書類等の 記載例

現預金以外に資産・負債がな
い場合には，当期の現預金の
増減額を表す

経常費用は，「事業費」と
「管理費」に分ける

前事業年度活動計算書の「次
期繰越正味財産額」と金額が
一致することを確認する

「事業費」と「管理費」につ
いて、それぞれ「人件費」と
「その他経費」に分けた上で，
支出の形態別（旅費交通費、
通信運搬費など）に内訳を記
載する

受取会費は確実に入金されるこ
とが明らかな場合を除き，実際
に入金したときに計上する。詳
細は「実務担当者のためのガイ
ドライン」（平成23年11月20日
NPO法人会計基準協議会。以下
「ガイドライン」という）

活動計算書の「次期繰越正味
財産額」と，貸借対照表の
「正味財産の部」の合計額は
一致することを確認する



特定非営 利活動法人○ ○ ○ ○
（ 単位：円 ）

Ⅰ 資産の 部
１ ．流動資産
現金 預金
　○ ○ 銀 行普通預金 300,000
流動資産合計 300,000
２ ．固定資産
有形固定資産
　什器備品
　　パソ コ ン１ 台 250,000
固定資産合計 250,000
資産合計 550,000
Ⅱ 負債の 部
１ ．流動負債
流動負債合計 0
２ ．固定負債
固定負債合計 0
負債合計 0
正味財産 550,000

１ ．重要な会計 方針
  計 算書類の 作成は ，NPO法人会計 基準（ 2010年７ 月20日　2011年11月20日一 部改正　NPO法人会計 基準協 議 会） に よ
っ て い ま す 。

　（ １ ） 固定資産の 減価 償却 の 方法
　　　　有形固定資産は ，定額法で 償却 を し て い ま す 。

　（ ２ ） 消費税等の 会計 処理
　　　　消費税等の 会計 処理は ，税込方式に よ っ て い ま す 。

２ ．固定資産の 増減の 内訳

科 目 期首取得価 額 取得 減少 期末取得価 額 減価 償却 累計 額 期末帳簿価 額
有形固定資産
　什器備品 300,000 300,000 △  50,000 250,000
合計 300,000 0 300,000 △  50,000 250,000

財産目録
× × 年× × 月× × 日現在

科 　目 金 　額

計 算書類の 注記

「重要な会計方針」の一番最初に，
この計算書類をどの会計基準に基
づいて作成したか記載する

該当する項目のみ記載する

口座番号の
記載は不要



勘定科 目 科 目の 説明
Ⅰ 経常収益
１ ．受取会費
正会員 受取会費 確実に 入金 さ れ る こと が 明ら か な場合を 除き ，実際に 入金 し た と き に 計 上す る 。
賛助会員 受取会費 対価 性が 認め ら れ ず 明ら か に 贈与と 認め ら れ る も の や ，そ れ を 含 む 場合が あり ，Ｐ Ｓ

Ｔ の 判定時に 留意 が 必要。
２ ．受取寄 附金
受取寄 附金
資産受贈益 無償又は 著し く 低い 価 格で 現物資産の 提供 を 受け た 場合の 時価 に よ る 評価 差益 。
施設等受入評価 益 受け 入れ た 無償又は 著し く 低い 価 格で 施設の 提供 等の 物的サ ー ビ ス を ，合理的に 算定

し 外部資料等に よ っ て 客 観的に 把握 で き ，施設等評価 費用と 併せて 計 上す る 方法を 選
択し た 場合に 計 上す る 。

ボ ラ ンテ ィ ア 受入評価 益 提供 を 受け た ボ ラ ンテ ィ ア か ら の 役務の 金 額を ，合理的に 算定し 外部資料等に よ っ て
客 観的に 把握 で き ，ボ ラ ンテ ィ ア 評価 費用と 併せて 計 上す る 方法を 選択し た 場合に 計
上す る 。

３ ．受取助成金 等
　 受取助成金
受取補助金
４ ．事業 収益 事業 の 種類ご と に 区 分し て 表示す る こと が で き る 。
売上高 販売用棚卸 資産の 販売や サ ー ビ ス （ 役務） の 提供 など に よ り 得た 収益 。
○ ○ 利用会員 受取会費 サ ー ビ ス 利用の 対価 と し て の 性格を も つ 会費。
５ ．そ の 他収益
受取利息
為 替差益 為 替換算に よ る 差益 。なお 為 替差損が ある 場合は 相殺し て 表示す る 。
雑収益 い ず れ の 科 目に も 該当し ない ，又は 独立の 科 目と す る ほ ど 量的，質的に 重要で ない 収

益 。この 科 目の 金 額が 他と 比し て 過大に なる こと は 望ま し く ない 。
Ⅱ 経常費用
１ ．事業 費
(1)人件費
給 料手当
臨時雇賃金
ボ ラ ンテ ィ ア 評価 費用 ボ ラ ンテ ィ ア の 費用相当額。ボ ラ ンテ ィ ア 受入評価 益 と 併せて 計 上す る 。
法定福利費
退職給 付費用 退職給 付見込額の うち 当期に 発生し た 費用。会計 基準変更時差異 の 処理と し て ，定額

法に よ り 費用処理す る 場合，一 定年数（ 15年以内） で 除し た 額を 加 算す る 。少額を 一
括し て 処理す る 場合も 含 ま れ る 。

通勤 費 給 料手当，福利厚生費に 含 め る 場合も ある 。
福利厚生費
(2) そ の 他経費
売上原価 販売用棚卸 資産を 販売し た と き の 原価 。期首の 棚卸 高に 当期の 仕入高を 加 え 期末の 棚

卸 高を 控除し た 額。
業 務委 託費
諸謝金 講師等に 対す る 謝礼金 。
印 刷製本費
会議 費
旅費交通費
車両費 車両運 搬具 に 関 す る 費用を ま と め る 場合。内容に よ り 他の 科 目に 表示す る こと も で き

る 。
通信運 搬費 電話代や 郵送物の 送料等。
消耗品費
修繕費
水道光熱費 電気 代，ガ ス 代，水道代等。
地代家 賃 事務所の 家 賃や 駐車場代等。
賃借料 少額資産に 該当す る 事務機器の リ ー ス 料等。不動産の 使用料を ここに 入れ る こと も 可

能。
施設等評価 費用 無償で サ ー ビ ス の 提供 を 受け た 場合の 費用相当額。施設等受入評価 益 と 併せて 計 上す

る 。
減価 償却 費
保険料
諸会費
租税公課 収益 事業 に 対す る 法人税等は 租税公課と は 別に 表示す る こと が 望ま し い 。なお ，法人

税等を 別表示す る 際に は ，活動計 算書の 末尾に 表示し ，税引 前当期正味財産増減額か
ら 法人税等を 差し 引 い て 当期正味財産増減額を 表示す る こと が 望ま し い （ Ｐ ○ の 様式
例参照） 。

研修費

補助金 や 助成金 の 交付者の 区 分に よ っ て 受取民間助成金 ，受取国 庫補助金 等に 区 分す
る こと が で き る 。

活動計 算書（ 活動予算書） の 科 目例

　以下 に 示す も の は ，一 般に よ く 使わ れ る と 思わ れ る 科 目の うち ，主なも の を 例示し た も の で す 。し た が っ て ，該当
が ない 場合は 使用す る 必要は あり ま せん し ，利用者の 理解に 支障が なけ れ ば ま と め て も 構い ま せん 。ま た ，適宜 の 科
目を 追加 す る こと が で き ま す 。



支払手数料
支払助成金
支払寄 附金
支払利息 金 融機関 等か ら の 借入れ に 係る 利子・利息。
為 替差損 為 替換算に よ る 差損。なお ，為 替差益 が ある 場合は 相殺し て 表示す る 。
雑費 い ず れ の 科 目に も 該当し ない ，又は 独立の 科 目と す る ほ ど 量的，質的に 重要で ない 費

用。この 科 目の 金 額が 他と 比し て 過大に なる こと は 望ま し く ない 。
２ ．管理費
(1)人件費
役員 報酬
給 料手当
法定福利費
退職給 付費用 退職給 付見込額の うち 当期に 発生し た 費用。会計 基準変更時差異 の 処理と し て ，定額

法に よ り 費用処理す る 場合，一 定年数（ 15年以内） で 除し た 額を 加 算す る 。少額を 一
括し て 処理す る 場合も 含 ま れ る 。

通勤 費 給 料手当，福利厚生費に 含 め る 場合も ある 。
福利厚生費
(2) そ の 他経費
印 刷製本費
会議 費
旅費交通費
車両費 車両運 搬具 に 関 す る 費用を ま と め る 場合。内容に よ り 他の 科 目に 表示す る こと も で き

る 。
通信運 搬費 電話代や 郵送物の 送料等。
消耗品費
修繕費
水道光熱費 電気 代，ガ ス 代，水道代等。
地代家 賃 事務所の 家 賃や 駐車場代等。
賃借料 少額資産に 該当す る 事務機器の リ ー ス 料等。不動産の 使用料を ここに 入れ る こと も 可

能。
減価 償却 費
保険料
諸会費
租税公課 収益 事業 に 対す る 法人税等は 租税公課と は 別に 表示す る こと が 望ま し い 。なお ，法人

税等を 別表示す る 際に は ，活動計 算書の 末尾に 表示し ，税引 前当期正味財産増減額か
ら 法人税等を 差し 引 い て 当期正味財産増減額を 表示す る こと が 望ま し い （ Ｐ ○ の 様式
例参照） 。

支払手数料
支払利息 金 融機関 等か ら の 借入れ に 係る 利子・利息。
雑費 い ず れ の 科 目に も 該当し ない ，又は 独立の 科 目と す る ほ ど 量的，質的に 重要で ない 費

用。この 科 目の 金 額が 他と 比し て 過大に なる こと は 望ま し く ない 。
Ⅲ 経常外収益
固定資産売却 益
過年度損益 修正益 過年度に 関 わ る 項目を 当期に 一 括し て 修正処理を し た 場合。

Ⅳ 経常外費用
固定資産除・売却 損
災害損失
過年度損益 修正損 過年度に 関 わ る 項目を 当期に 一 括し て 修正処理を し た 場合。会計 基準を 変更す る 前事

業 年度以前に 減価 償却 を 行っ て い ない 資産を 一 括し て 修正処理す る 場合など に 用い
る 。減価 償却 費だ け の 場合は ，「 過年度減価 償却 費」 の 科 目を 使うこと も で き る 。

Ⅴ 経理区 分振替額
経理区 分振替額 そ の 他の 事業 が ある 場合の 事業 間振替額。

　

（ 注） 　重要性が 高い と 判断さ れ る 使途等が 制約さ れ た 寄 附金 等（ 対象事業 等が 定め ら れ た 補助金 等を 含 む ） を 受け 入
　　　れ た 場合は ，「 一 般正味財産増減の 部」 と 「 指定正味財産増減の 部」 に 区 分し て 表示し ，当該寄 附金 等を 後者に
　　　計 上す る こと が 望ま し い 。当該寄 附金 （ 補助金 ・助成金 ） の 使途等が 解除さ れ た 場合等に は ，「 一 般正味財産増
　　　減の 部」 に 「 受取寄 附金 （ 補助金 ・助成金 ） 振替額」 を ，「 指定正味財産増減の 部」 に 「 一 般正味財産へ の 振
　　　替額（ △ ） 」 を 勘定科 目と し て 記載す る （ 表示例は Ｐ 78～ 79の 様式例参照） 。



勘定科 目 科 目の 説明
Ⅰ 資産の 部
１ ．流動資産
現金 預金
未収金 商品の 販売に よ る も の も 含 む 。
棚卸 資産 商品，貯蔵品等と し て 表示す る こと も で き る 。
短期貸付金 返済期限が 事業 年度末か ら 1年以内の 貸付金 。
前払金
仮 払金
立替金
○ ○ 特定資産 目的が 特定さ れ て い る 資産で 流動資産に 属す る も の 。目的を 明示す る 。
貸倒引 当金 （ △ ）
２ ．固定資産
（ １ ） 有形固定資産 土地，建物等実体が あり ，長期に わ た り 事業 用に 使用す る 目的で 保有す る 資産。
建物 建物付属設備を 含 む 。
構築物
車両運 搬具
什器備品

　 土地
建設仮 勘定 工事の 前払金 や 手付金 等，建設中又は 制作中の 固定資産。

（ ２ ） 無形固定資産
具 体的な存在形態を 持た ない が ，事業 活動に お い て 長期間に わ た り 利用さ れ る 資産。

ソ フ ト ウ ェ ア 購入ある い は 制作し た ソ フ ト の 原価 。
（ ３ ） 投資そ の 他の 資産

余裕資金 の 運 用の た め の 長期的外部投資や ，貸付金 等長期債権 か ら 構成さ れ る 資産。

投資有価 証券 長期に 保有す る 有価 証券。
敷金 返還さ れ ない 部分は 含 ま ない 。
差入保証金 返還さ れ ない 部分は 含 ま ない 。
長期貸付金 返済期限が 事業 年度末か ら 1年を 超え る 貸付金 。
長期前払費用
○ ○ 特定資産 目的が 特定さ れ て い る 資産で 固定資産に 属す る も の 。目的を 明示す る 。

Ⅱ　負債の 部
１ ．流動負債
短期借入金 返済期限が 事業 年度末か ら １ 年以内の 借入金 。
　 未払金 商品の 仕入れ に よ る も の も 含 む 。
前受金
仮 受金
預り 金
２ ．固定負債
長期借入金 返済期限が 事業 年度末か ら １ 年を 超え る 借入金 。
退職給 付引 当金 退職給 付見込額の 期末残高。

Ⅲ　正味財産の 部
１ ．正味財産
前期繰越 正味財産
当期正味財産増減額

貸借対照表の 科 目例

　以下 に 示す も の は ，一 般に よ く 使わ れ る と 思わ れ る 科 目の うち ，主なも の を 例示し た も の で す 。し た が っ て ，該当
が ない 場合は 使用す る 必要は あり ま せん し ，利用者の 理解に 支障が なけ れ ば ま と め て も 構い ま せん 。ま た ，適宜 の 科
目を 追加 す る こと が で き ま す 。

（ 注） 重要性が 高い と 判断さ れ る 使途等が 制約さ れ た 寄 附金 等（ 対象事業 等が 定め ら れ た 補助金 等を 含 む ） を 受け 入
　　れ た 場合は ，「 Ⅲ　正味財産の 部」 を 「 指定正味財産」 と 「 一 般正味財産」 と に 区 分し て そ れ ぞ れ を 勘定科 目と
　　し て 表示し ，当該寄 附金 等を 前者に 計 上す る こと が 望ま し い （ 表示例は Ｐ 82の 様式例参照） 。



計 算書類等の 作成に 当た っ て の 留意 事項 

Ⅰ 計 算書類等 

１ ．計 算書類の 体系等 

（ １ ） 計 算書類の 体系 

（ ２ ） 計 算書類等の 別葉表示 

改正法に お い て は ，活動計 算書及 び 貸借対照表を 計 算書類と し ，ま た 財産目録は これ ら を 補

完す る 書類と し て い ま す 。そ れ ぞ れ の 位置付け ・記載事項に つ い て は 以下 の と お り で す 。

 ・ 活動計 算書

事業 年度に お け る NPO法人の 活動状況 を 表す 計 算書で す 。営 利企業 に お け る 損益 計 算書に

相当す る フ ロー の 計 算書で ，NPO 法人の 財務的生存力を 把握 し や す く す る た め ，資金 収支ベ

ー ス の 収支計 算書か ら 改め る こと と なっ た も の で す 。受け 取っ た 会費や 寄 附金 ，事業 の 実施

に よ っ て 得た 収益 や ，事業 に 要し た 費用，法人運 営 に 要し た 費用等を 記載し ま す（ 78～ 79 頁，

80～ 81 頁の 様式例参照）。 

 ・ 貸借対照表

   事業 年度末に お け る NPO 法人の 全て の 資産，負債及 び 正味財産の 状態を 示す も の で ，資金

の 調達方法（ 負債及 び 正味財産） 及 び 保有方法（ 資産） か ら ，NPO 法人の 財務状況 を 把握 す る

こと が で き ま す 。流動資産と し て 現金 預金 ，未収金 ，棚卸 資産，前払金 等を ，固定資産と し

て 土地・建物，什器備品，長期貸付金 等を ，流動負債と し て 短期借入金 ，未払金 ，前受金 等

を ，固定負債と し て 長期借入金 ，退職給 付引 当金 等を 記載し ま す （ 82 頁の 様式例参照）。 

 ・ 財産目録 

   計 算書類を 補完す る 書類と し て 位置付け ら れ る も の で す 。科 目等は 貸借対照表と ほ ぼ 同じ

で す が ，そ の 内容，数量等の よ り 詳細な表示が さ れ ま す 。ま た ，金 銭評価 が で き ない 歴史的

資料の よ うな資産に つ い て も ，金 銭評価 は ない も の の 記載す る こと は 可 能で す （ 83 頁の 様式

例参照）。 

  78～ 91 頁は ，現段階に お い て NPO 法人の 望ま し い 会計 基準と み なさ れ る 「 NPO 法人会計 基準」

を ベ ー ス と し た 計 算書類等の 標準的な科 目例，様式例，記載例で す が ，計 算書類の 作成に 当た

っ て は ，これ ら に 限定さ れ る わ け で は なく ，上記の 位置付け に 該当す る も の で あれ ば 足り ま す 。

例え ば 現金 預金 以外に 資産や 負債が ない よ うな NPO 法人に お い て は ，よ り 簡易な記載で 足り る

など ，「 NPO 法人会計 基準」 に 示さ れ て い る 他の 様式・記載例等を 参考に し て 作成す る こと も 可

能で す 。

法第５ 条第２ 項に お い て ，「 そ の 他の 事業 に 関 す る 会計 は ，当該特定非営 利活動法人の 行う特

定非営 利活動に 係る 事業 に 関 す る 会計 か ら 区 分し ，特別の 会計 と し て 経理し なけ れ ば なら ない 」

と 区 分経理に つ い て 定め て い ま す 。この た め ，従来，そ の 他の 事業 を 実施し て い る NPO 法人に

対し て は ，財産目録，貸借対照表，収支計 算書及 び 収支予算書に つ い て ，特定非営 利活動に 係

る 事業 の も の と は 別に ，各々 そ の 他の 事業 に 係る も の の 作成が 求 め ら れ て き ま し た 。し か し ，

法改正案 の 国 会審議 に お け る 貸借対照表の 別葉表示の 見直し に 係る 質疑 等も 踏ま え なが ら ，原

則，全て の 書類に お い て 別葉表示は 求 め ない こと と し ，そ の 他の 事業 に 固有の 資産（ 例：在庫

品と し て の 棚卸 資産等，本来事業 に 繰り 入れ る こと が 困難なも の ） で 重要なも の が ある 場合に

は ，そ の 資産状況 を 注記と し て 記載す る こと と し ま す 。一 方，按 分を 要す る 共 通的なも の に つ

い て は 基本的に は 記載を 求 め ない も の の ，重要性が 高い も の に つ い て は 注記す る こと と し ま す

（ 84～ 86頁の 様式例参照）。

なお ，活動計 算書及 び 活動予算書に つ い て は ，別葉表示は 求 め ま せん が ，一 つ の 書類の 中で

別欄表示し （ 67～ 70，80～ 81 頁の 様式例参照），そ の 他の 事業 を 実施し て い ない 場合又は 実施

す る 予定が ない 場合に つ い て は ，脚 注に お い て そ の 旨を 記載す る か （ 63～ 66，78～ 79 頁の 様式

例参照），ある い は そ の 他の 事業 の 欄全て に 「 ゼロ」 を 記載し ま す （ 67～ 70，80～ 81 頁の 様式

例参照）。ま た ，事業 報告 書に お い て も そ の こと を 明ら か に す る こと が 望ま れ ま す 。 



２ ．活動計 算書 

（ １ ） 収支計 算書と の 違 い  

（ ２ ） 事業 費・管理費の 費目別内訳，按 分方法

（ ３ ） ボ ラ ンテ ィ ア に よ る 役務の 提供 等の 取扱 い

従来フ ロー の 計 算書と し て 使用さ れ て き た 収支計 算書は ，NPO 法人の 会計 方針で 定め ら れ た

資金 の 範囲 に 含 ま れ る 部分の 動き を 表す も の で す 。これ と は 異 なり ，活動計 算書は NPO 法人の

当期の 正味財産の 増減原因 を 示す フ ロー の 計 算書で ，法人の 財務的生存力を 把握 す る 上で 重要

なも の の 一 つ で ある と い え ま す 。当期の 正味財産の 動き を 表す 活動計 算書に お い て は ，収支計

算書に お け る 資金 の 範囲 と い う概念は 不要と なり ，ス ト ッ ク の 計 算書で ある 貸借対照表と の 整

合性を 簡単に 確認す る こと が で き ま す 。

ま た ，固定資産の 取得時に お い て ，収支計 算書に は そ の 購入時の 支出額を 計 上し ま す が ，活

動計 算書に は 支出額で は なく ，取得し た 資産の 減価 償却 費を 計 上す る 等の 相違 点も 挙 げら れ ま

す 。

事業 費は ，NPO 法人が 目的と す る 事業 を 行うた め に 直接要す る 人件費及 び そ の 他経費を い い

ま す 。管理費は ，NPO 法人の 各種の 事業 を 管理す る た め の 費用で ，総会及 び 理事会の 開催運 営

費，管理部門に 係る 役職員 の 人件費，管理部門に 係る 事務所の 賃借料及 び 光熱費等の そ の 他経

費を い い ま す 。 

現在，事業 費・管理費の 費目別内訳を 表示し て い ない NPO 法人が 多数で あり ま す が ，NPO 法

人間の 比較可 能性や NPO 法人の マ ネ ジ メ ント 等の 観点か ら ，内訳の 表示は 必要で ある と 考え ら

れ る た め ，事業 費と 管理費の そ れ ぞ れ を 人件費と そ の 他経費に 分類し た 上で ，さ ら に 形態別に

分類し て 表示す る こと と し ま す 。ま た ，そ の 費目に つ い て は ，89～ 90 頁の 科 目例を 参考に ，NPO

法人の 実態に 合わ せて 必要な費目の み 表示し ま す 。なお ，複数の 事業 を 実施し て い る 法人に お

い て ，法人の 判断に よ り ，そ の 事業 ご と の 費用又は 損益 の 状況 を 表示す る 場合に は ，活動計 算

書で は なく 注記に お い て 表示し ま す （ 84～ 86 頁の 様式例参照）。 

ま た ，事業 費と 管理費に 共 通す る 経費や 複数の 事業 に 共 通す る 経費は ，合理的に 説明で き る

根拠 に 基づ き 按 分さ れ る 必要が あり ，恣意 的な操作は 排除さ れ なけ れ ば なり ま せん 。標準的な

按 分方法と し て は ，以下 の よ うなも の が 挙 げら れ ，重要性が 高い と 認め ら れ る も の に つ い て は ，

い ず れ の 按 分方法に よ っ て い る か に つ い て 注記す る こと が 望ま れ ま す 。

・ 従事割合（ 科 目例：給 与手当，旅費交通費等）

・ 使用割合（ 科 目例：通信運 搬費，消耗品費，水道光熱費，地代家 賃等）

・ 建物面積比（ 科 目例：水道光熱費，地代家 賃，減価 償却 費，保険料等）

・ 職員 数比（ 科 目例：通信運 搬費，消耗品費，水道光熱費，地代家 賃等）

「 NPO 法人会計 基準」 で は ，ボ ラ ンテ ィ ア の 受入れ を し た 場合や 無償又は 著し く 低い 価 格で

の 施設の 提供 等の 物的サ ー ビ ス を 受け た 場合に お い て ，従来ど お り 会計 的に 認識し ない 方法に

加 え ，「 合理的に 算定で き る 場合」 に は 注記で き ，「 客 観的に 把握 で き る 場合」 に は 注記に 加 え

て 活動計 算書へ の 計 上も 可 能と さ れ て い ま す （ 同基準 25，26）。この 点に つ い て は ，会計 上認

識可 能で ある 一 方で ，不明確な処理は 避け ら れ る べ き で ある こと など の 観点に 鑑み て ，計 上す

る 際に は ，収益 と 費用に 両建て さ れ て い る も の が 判別で き る よ う，そ れ ぞ れ 「 ボ ラ ンテ ィ ア 受

入評価 益 」 及 び 「 ボ ラ ンテ ィ ア 評価 費用」 と し て 明示し ，そ の 金 額換算の 根拠 に つ い て も 注記

の 「 内容」 及 び 「 算定方法」 で 明確に す る こと と し ま す （ 84～ 86 頁の 様式例参照）。無償又は

著し く 低い 価 格で の 施設の 提供 等の 物的サ ー ビ ス を 受け 入れ た 場合に も 同様の 会計 処理が 認め

ら れ ま す 。金 額換算の 根拠 の 具 体例に つ い て は ，以下 の と お り で す （ 公益 認定制度に お け る 算

入実例よ り ）。 

・ 法人所在地に お け る 厚生労働省が 公表し て い る 最低賃金 （ 時間給 ） を 従事時間数で 乗じ

た 額 



  ・ 専門職の 技 能等の 提供 に よ る ボ ラ ンテ ィ ア に 関 し て ，そ の 専門職の 標準報酬額を ベ ー ス

に 時間給 を 算定し ，そ れ に 従事時間を 乗じ た 額 

現在，資産等の 表示の 状況 は NPO 法人ご と に 様々 で ある と ころ ，以下 の と お り 整理さ れ る こ

と が 望ま し い と 考え ら れ ま す 。

ア  固定資産と 消耗品費の 相違

固定資産と は ，販売を 目的と し ない 資産で ，か つ 決算日後１ 年以内に 現金 化 さ れ る 予定

の ない 長期に わ た っ て 保有す る 資産の こと を い い ま す 。実務上は ，法人税法施行令（ 昭和

40年政令第 97号） 第 133 条を 参考と し ，１ 年を 超え る 期間に お い て 使用す る 10 万円 以上

の 資産を 固定資産と み なす の が ，一 般的な目安と なっ て い ま す 。た だ し ，この 目安は ，10

万円 未満の も の に つ い て は 費用処理（ 消耗品費と し て 計 上） が で き る と い うこと で あり ，

必ず し も 固定資産と し て 扱 え ない わ け で は なく ，前述の 要件に 該当す る 資産に つ い て は 固

定資産と なり 得る 点に 留意 が 必要で す 。

イ  減価 償却 の 方法 

    減価 償却 と は ，固定資産の 価 値は 時間の 経過や 使用に よ っ て 減少し て い く と い う考え の

下 ，貸借対照表に 計 上し た 固定資産の 取得価 額か ら ，そ の 使用期間（ 耐用年数） に わ た っ

て 減額し て い く 会計 処理で す 。NPO 法人が そ の 活動に 利用で き る 資産を 明確に 表示す る と い

う観点か ら ，適切な処理が 求 め ら れ ま す 。 

    この 減価 償却 の 方法に は ，主に 「 定率法」，「 定額法」等が あり ，法人税法施行令第48条，

同第48条の ２ 及 び 同第 133 条を 参考と し ，適用方法を 選択し ま す 。 

ウ  現物寄 附を 受け た 固定資産等の 取得価 額 

    「 NPO 法人会計 基準」 に お い て ，現物寄 附を 受け た 固定資産等に つ い て は ，そ の 取得時に

お け る 公正な評価 額を 取得価 額と し て い ま す （ 同基準 24）。公正な評価 額と し て は ，市場価

格に よ る ほ か ，専門家 に よ る 鑑定評価 額や ，固定資産税評価 額等を 参考に 合理的に 見積も

ら れ た 価 額等が 考え ら れ ま す 。 

エ  特定資産 

    「 NPO 法人会計 基準」 に お い て ，特定の 目的の た め の 資産を 有す る 場合に は ，特定資産と

し て 独立し て 表示す る こと を 求 め て お り （ 同基準注解 13），①寄 附者に よ り 使途等が 制約さ

れ て い る 資産，②NPO 法人自ら 特定資産と 指定し た 資産が 具 体例と し て 挙 げら れ ま す 。 

オ  リ ー ス 取引  

    リ ー ス 取引 に つ い て は ，事実上売買と 同様の 状態に ある と 認め ら れ る 場合に は ，売買取

引 に 準じ て 処理し ま す 。た だ し ，重要性が 乏し い 場合に は ，賃貸借取引 に 準じ て 処理す る

こと が で き る も の と し ま す 。 

  カ  投資有価 証券 

長期に 保有す る 有価 証券の こと で す 。投資有価 証券を 保有す る NPO 法人は 極め て 少数で

ある の が 現状で す が ，保有す る NPO 法人に お い て は ，他の 会計 基準を 参照し て 独立し て 表

示す る こと が 望ま れ ま す 。 

計 算書類は ，以下 の よ うに 接続す る も の で す 。これ ら の 点に 注意 し て 作成す べ き こと は ，全

て の NPO 法人に 共 通し て 認識さ れ なけ れ ば なり ま せん （ 詳細は 様式例参照）。

  

３ ．貸借対照表

（ １ ） 資産等の 表示方法 

（ ２ ） チ ェ ッ ク ポ イ ント  

・ 「 前期繰越 正味財産」 と 前期末の 「 正味財産の 部」 の 合計 額が 一 致 

  ・ 「 正味財産の 部」 の 合計 額と 活動計 算書の 末尾（「 次期繰越 正味財産額」） が 一 致 

  ・ 「 資産合計 」 と 「 負債及 び 正味財産合計 」 が 一 致



４ ．計 算書類の 注記 

（ １ ） 注記の 記載 

（ ２ ） 注記の 充実 

現在，計 算書類に 注記を 付し て い る NPO 法人は 多く あり ま せん が ，注記は 計 算書類と 一 体で

あり 重要なも の で ある た め ，以下 の 項目に つ い て は ，該当が ある 場合に は 確実に 注記す る こと

が 必要で す （ 記載例に つ い て は 84～ 86 頁の 様式例参照）。 

ア  重要な会計 方針 

適用し た 会計 基準，資産の 評価 基準及 び 評価 方法，固定資産の 減価 償却 の 方法，引 当金

の 計 上基準，施設の 提供 等の 物的サ ー ビ ス を 受け た 場合の 会計 処理方法，ボ ラ ンテ ィ ア に

よ る 役務の 提供 を 受け た 場合の 会計 処理の 取扱 い 等，計 算書類の 作成に 関 す る 重要な会計

方針 

イ  重要な会計 方針を 変更し た と き は ，そ の 旨，変更の 理由及 び 当該変更に よ る 影響額 

ウ  特定非営 利活動に 係る 事業 と そ の 他の 事業 を 区 分す る ほ か に ，更に 詳細に 事業 費の 内訳

又は 事業 別損益 の 状況 を 記載す る 場合に は ，そ の 内容 

エ  施設の 提供 等の 物的サ ー ビ ス を 受け た こと を 計 算書類に 記載す る 場合に は ，受け 入れ た

サ ー ビ ス の 明細及 び 算定方法 

オ  ボ ラ ンテ ィ ア と し て ，活動に 必要な役務の 提供 を 受け た こと を 計 算書類に 記載す る 場合

に は ，受け 入れ た ボ ラ ンテ ィ ア の 明細及 び 算定方法 

カ  使途等が 制約さ れ た 寄 附金 等の 内訳 

キ  固定資産の 増減内訳 

ク  借入金 の 増減内訳 

ケ  役員 及 び そ の 近 親者と の 取引 の 内容 

役員 及 び そ の 近 親者は ，以下 の い ず れ か に 該当す る 者を い い ま す 。 

    a．役員 及 び そ の 近 親者（ ２ 親等内の 親族）  

    b．役員 及 び そ の 近 親者が 支配し て い る 法人 

    なお ，役員 に 対す る 報酬，賞与及 び 退職慰労金 の 支払並び に これ ら に 準ず る 取引 の 注記

は 法人の 任意 と し ま す 。 

コ  そ の 他特定非営 利活動法人の 資産，負債及 び 正味財産の 状態並び に 正味財産の 増減の 状

況 を 明ら か に す る た め に 必要な事項 

例え ば ，以下 の よ うな事項の うち 重要性が 高い と 判断さ れ る 事項が 存在す る 場合に は ，

当該事項を 記載し ま す 。 

・ 現物寄 附の 評価 方法 

・ 事業 費と 管理費の 按 分方法 

    ・ 貸借対照表日後に 発生し た 事象で ，次年度以降の 財産又は 損益 に 影響を 及 ぼ す も の

（ 後発事象）  

・ そ の 他の 事業 に 固有の 資産を 保有す る 場合は そ の 資産の 状況 及 び 事業 間で 共 通的な

資産（ 後者に つ い て は 按 分不要）  

注記に お け る 上記記載項目の うち ，特に エ ～ カ 及 び ケ に つ い て は ，活動規 模が 大き い など の

社会的責任の 大き い 法人等に お い て は 特に 留意 し た 記載が 求 め ら れ ま す 。記載の 際の 留意 事項

は 以下 の と お り で す 。

・ エ 及 び オ に つ い て は ，計 算書類等に 記載す る 場合は ，情報の 利用者の 便宜 性に 配慮し ，

当該金 額の 算定根拠 が 明ら か に なる よ うに ，詳細な記載を し ま す （ 金 額換算の 具 体例は Ⅰ

２ （ ３ ） 参照）。

・ カ に つ い て は ，当期で 収益 と し て 計 上さ れ た 使途等が 制約さ れ た 寄 附金 ，補助金 ，助成

金 等が 該当し ま す 。これ ら に つ い て は ，そ の 内容，正味財産に 含 ま れ る 期首残高，当期増

加 額，当期減少額，正味財産に 含 ま れ る 期末残高等を 明確に 記載し ま す 。

・ ケ に つ い て は ，そ の 取引 金 額を 確実に 注記す る 必要が あり ま す 。なお ，取引 の 相手方と



の 関 係，取引 内容，取引 条件等に つ い て の 記載は ，法人の 任意 と し ま す 。

現在，「 現金 預金 」 と し て そ の 預金 金 融機関 に お け る 口座番号，「 電話加 入権 」 と し て そ の 電

話番号，「 車両」 と し て そ の ナ ンバ ー ，「 借入金 」 等と し て そ の 取引 の 相手方の 個人名等，個人

情報に 関 わ る と 思わ れ る 情報ま で 財産目録に 記載し て い る NPO 法人が 少なか ら ず 存在し ま す 。

し か し ，計 算書類を 補完す る 位置付け の 書類と は い え ，法に 基づ い て 外部公表さ れ る 書類で あ

る た め ，上記の よ うな個人の 特定に つ なが る 情報の 記載ま で は 必要と し ま せん 。 

ま た ，前述の と お り ，金 銭評価 が で き ない 歴史的資料の よ うな資産に つ い て は ，金 額の 代わ

り に 「 評価 せず 」 と し て 記載す る こと が で き ま す （ 83 頁の 様式例参照）。

NPO 法人の 計 算書類で ある 活動計 算書の 対の 書類と し て 位置付け ら れ る 活動予算書は ，法人

の 設立申請時及 び 定款変更時に 提出す る 必要が あり ま す 。そ の 表示方法や 考え 方に つ い て は ，

対で ある 活動計 算書と 基本的に 同様と し ま す （ 63～ 70 頁の 様式例参照）。

なお ，予算上固定資産の 取得や 借入金 の 返済等の 資金 の 増減を 表現し た い 場合に は ，計 算書

類の 注記に お け る 「 固定資産の 増減内訳」 及 び 「 借入金 の 増減内訳」 の 注記に 準じ て 記載す る

こと が 望ま れ ま す 。

寄 附金 に つ い て は ，受け 取っ た と き に 「 受取寄 附金 」 と し て 収益 計 上し ま す 。この うち 使途

等が 制約さ れ た 寄 附金 に つ い て は ，原則，そ の 内容，正味財産に 含 ま れ る 期首残高，当期増加

額，当期減少額，正味財産に 含 ま れ る 期末残高等を 注記し ま す （ 78～ 79，85～ 86 頁の 様式例参

照）。 

なお ，使途等が 制約さ れ た 寄 附金 で 重要性が 高い 場合に は ，一 般正味財産と 指定正味財産を

区 分し て 表示す る こと が 望ま し い と 考え ら れ ま す 。これ は ，当期に 使途の 制約が 解除さ れ た 収

益 と そ うで ない 収益 を 分け て 表示し た ほ うが ，当該法人の 財務状況 ・活動状況 を よ り 的確に 把

握 す る こと が で き る か ら で あり ，複数事業 年度に ま た が ら ない も の や ，重要性が 高く ない も の

ま で 区 分表示を 求 め る 必要は ない と 考え ら れ ま す 。 

ま た ，「 重要性」 が 高い と 判断さ れ る 寄 附金 に は ，例え ば 以下 の よ うなも の が 考え ら れ ま す 。 

・ 使途が 震災復興 に 制約さ れ ，複数事業 年度に ま た が っ て 使用す る こと が 予定さ れ て い る

寄 附金  

  ・ 奨学金 給 付事業 の た め の 資産と し て ，元本を 維 持し て ，ある い は 漸次取り 崩し て 給 付に

充て る こと を 指定さ れ た 寄 附金  

対象事業 等が 定め ら れ た 補助金 等は ，使途等が 制約さ れ た 寄 附金 等と し て 扱 い ，当期に 使用

し た 額は 収益 （ 受取補助金 等） と し て 活動計 算書に 計 上し ，そ の 内容，正味財産に 含 ま れ る 期

首残高，当期増加 額，当期減少額，正味財産に 含 ま れ る 期末残高等を 注記で 表示し ま す （ 78～

79，82，84～ 86 頁の 様式例参照）。なお 重要性が 高い 場合に は ，寄 附金 と 同様に ，正味財産を

一 般正味財産，指定正味財産に 区 分し ，当該補助金 等を 指定正味財産に 計 上す る こと が 望ま れ

ま す 。 

対象事業 及 び 実施期間が 定め ら れ ，か つ 未使用額の 返還義務が 規 定さ れ て い る 補助金 等に つ

い て ，実施期間の 途中で 事業 年度末が 到来し た 場合の 未使用額は ，当期の 収益 に は 計 上せず ，

前受補助金 等と し て 処理し ま す 。 

ま た ，実施期間の 終了時に 補助金 等と 対象事業 の 費用と の 間で 差額が 生じ た 場合に は ，当該

５ ．財産目録 

６ ．活動予算書 

Ⅱ 留意 す べ き 会計 上の 取扱 い  

１ ．使途等が 制約さ れ た 寄 附金 等の 取扱 い  

（ １ ） 使途等が 制約さ れ た 寄 附金 の 取扱 い  

（ ２ ） 対象事業 及 び 実施期間が 定め ら れ て い る 補助金 ，助成金 等の 取扱 い  



差額は 前受補助金 等で は なく 未払金 と し て 処理し ，この 負債は 返還し た 時点で 消滅し ま す 。 

会費と 寄 附金 の 差異 に つ い て は ，これ ら の 違 い を 十分に 理解せず に 会費を 寄 附金 と し て 扱 う

と ，誤っ た 計 算に よ り 認定基準の 一 つ で ある 要件（ Ｐ Ｓ Ｔ （ パブ リ ッ ク ・サ ポ ー ト ・テ ス ト ）

要件；市民か ら 広く 支持を 得て い る と み なす 基準） を 充た し て し ま うこと と なり ，NPO 法人全

体の 信頼性の 低下 に つ なが る お そ れ が あり ま す 。会費と は ，税務上，サ ー ビ ス 利用の 対価 又は

会員 た る 地位に ある 者が 会を 成り 立た せる た め に 負担す る も の と さ れ て お り ，直接の 反対給 付

が ない 経済的利益 の 供 与で ある 寄 附金 と は 基本的に 異 なる も の と さ れ て い ま す 。 

なお 実態的に は ，会費と し て 扱 わ れ て い る も の に は ，①社員 （ 正会員 ） た る 地位に ある 者が

会を 成り 立た せる た め に 負担す べ き も の （「 正会員 受取会費」 等），②支出す る 側に 任意 性が あ

り ，直接の 反対給 付が ない 経済的利益 の 供 与と し て の 寄 附金 の 性格を 持つ も の （ い わ ゆ る 「 賛

助会員 受取会費」 等），③サ ー ビ ス 利用の 対価 と し て の 性格を 持つ も の （ 例え ば 「 ○ ○ 利用会員

受取会費」 等），の ３ つ に 分け ら れ ま す 。③に 関 し て は ，活動計 算書に お い て ，事業 収益 と し て

計 上し ま す 。ま た ，将来的に は 一 つ の 「 会費」 の 中に ，①と ②，②と ③と い うよ うに 複数の 性

格を 持つ も の が ある 場合に は ，そ の 性格に よ っ て ，明確に 区 分し て 計 算書類に 計 上す る こと が

望ま れ ま す 。 

認定 NPO 法人は ，税務上の 優遇 措置の 下 に 広く 市民か ら 寄 附等を 受け て 活動を 行うも の で あ

り ，寄 附や 資金 の 使い 方等に つ い て 高い 透明性を も っ て 情報提供 す る よ う努め る 責務を 負うも

の と 考え ら れ ま す 。こうし た 意 味で ，認定 NPO 法人に お い て は ，重要性が 高い と 判断さ れ る 事

項に つ い て は ，計 算書類に お け る 詳細な表示，注記の 充実を 図る こと が 望ま れ ま す 。 

認定 NPO 法人に お い て ，重要性の 適用に 当た っ て 一 定の 配慮が 必要と 考え ら れ る 事項と し て

は ，以下 の よ うなも の が 挙 げら れ ま す 。 

・ ボ ラ ンテ ィ ア 等を 計 上す る 場合の 金 額換算方法（ 84～ 86 頁の 様式例の 注記４ ，５ 参照）  

・ 使途等が 制約さ れ た 寄 附金 等（ 対象事業 及 び 実施期間が 定め ら れ て い る 補助金 等を 含 む ）

の 内容，使用状況 （ 84～ 86 頁の 様式例の 注記６ 参照）  

・ 事業 費と 管理費の 按 分方法（ 84～ 86 頁の 様式例の 注記 10 参照）  

・ 会費の 計 上方法（ 89～ 70 頁の 科 目例及 び 78～ 79 頁の 様式例参照。注記項目で は ない ）  

・ 現物寄 附の 評価 方法（ 84～ 86 頁の 様式例の 注記 10 参照）  

・ 関 連当事者間取引 （ 84～ 86 頁の 様式例の 注記９ 参照）  

発生主義に よ る 会計 処理を 採用す る 法人が 認定制度に 基づ く 認定を 受け る （ 受け て い る ） 場

合，現金 主義・発生主義の 併存を 許 容し なが ら 運 用さ れ て い る 認定制度の 実務に 基づ き 提出さ

れ る 行政上の 書類と 会計 書類と の 間で 差異 が 生ず る こと が 考え ら れ ま す 。 

この 点に つ い て は ，計 算書類は ，法人自身の マ ネ ジ メ ント や 対外的説明責任の 基本と なる も

の で あり ，計 算書類と 認定申請等の た め の 行政上の 書類と は 基本的に 整合的で ある こと が 望ま

し い と 考え ら れ ま す が ，認定行政上の 必要性に 照ら し て 合理的な差異 が 生ず る こと は あり 得る

も の と 考え ら れ ，会計 の 明確化 の 在り 方は そ れ と は 切り 離し て 考え ら れ る べ き も の で す 。 

「 NPO 法人会計 基準」 を 適用す る に 当た っ て の 経過措置に つ い て は ，以下 の と お り と し ま す 。 

  ア  過年度分の 減価 償却 費 

減価 償却 を 行っ て い ない NPO 法人に お い て は ，原則と し て 適用初年度に 過年度分の 減価

２ ．会費の 計 上方法 

３ ．認定 NPO 法人に つ い て の 留意 事項 

（ １ ） 認定 NPO 法人の 会計 処理 

（ ２ ） 認定 NPO 法人の 会計 処理と 認定事務の 双方に 関 連す る 事項の 取扱 い  

４ ．経過措置 



償却 費を 計 上し ま す 。この 場合，過年度の 減価 償却 費に つ い て は ，活動計 算書の 経常外費

用に 「 過年度損益 修正損」 と し て 表示し ま す 。た だ し ，「 過年度損益 修正損」 に 該当す る

費用が 減価 償却 費だ け で ある 場合は ，「 過年度減価 償却 費」 と し て 表示す る こと も 可 能で

す 。

過年度分の 減価 償却 費を 一 括し て 計 上せず ，適用初年度の 期首の 帳簿価 額を 取得価 額と

み なし ，当該適用初年度を 減価 償却 の 初年度と し て ，以後継続的に 減価 償却 す る こと も 認

め ま す 。なお ，この 場合に 適用す る 耐用年数は ，新規 に 取得し た 場合の 耐用年数か ら 経過

年数を 控除し た 年数と し ，そ の 旨を 重要な会計 方針と し て 注記し ま す 。

ま た ，購入時に 費用処理し ，資産に 計 上し て い ない も の に つ い て は ，過年度分に 関 し て

は 考慮せず に ，適用初年度に 購入し た も の か ら 資産計 上し ま す 。

イ  退職給 付会計 の 導入に 伴う会計 基準変更時差異

退職給 付会計 に つ い て は ，全て の NPO 法人に 導入を 求 め る も の で は あり ま せん 。

た だ し ，この 機会に 退職給 付会計 を 新た に 導入し よ うと す る 法人に お け る 会計 基準変更

時差異 に つ い て は ，他の 会計 基準と 同様に ，適用初年度か ら 15 年以内の 一 定の 年数に わ

た り 定額法に よ り 費用処理す べ き で す 。この 処理は ，会計 基準変更時に 一 括し て 経常外費

用の 過年度損益 修正額と し て 計 上す る こと も 含 ま れ ま す 。なお ，既 に 退職給 付会計 の 導入

が 行わ れ て い る NPO 法人に お い て は ，従前の 費用処理方法に よ り 引 き 続き 行い ま す 。

ウ  過年度分の 収支計 算書の 修正

従来の 収支計 算書か ら 活動計 算書へ の 変更に つ い て は ，制度改正に 基づ く も の で あり ，

継続性の 原則に 反す る も の で は ない た め ，表示方法の 変更等に つ い て 遡っ て 修正を 行う必

要は あり ま せん 。                                                                                           

エ  正味財産の 区 分

「 NPO 法人会計 基準」 へ 移 行し た 上で ，正味財産を 基本的に は 区 分し て 記載す る こと と

し た 場合，適用初年度以降区 分す る こと と し ，遡っ て 修正を 行う必要は あり ま せん 。 

  オ  適用初年度に お け る 「 前期繰越 正味財産額」  

    「 NPO 法人会計 基準」 適用初年度に お け る 活動計 算書上の 「 前期繰越 正味財産額」 は ，前

事業 年度の 貸借対照表に お け る 「 正味財産合計 」 を 記載す る こと と し ま す 。

  カ  収支予算書及 び 収支計 算書に よ る 代替

    改正法の 附則で は ，当分の 間，活動予算書，活動計 算書に 代え て 従来の 収支予算書，収

支計 算書を 作成，提出す る こと を 認め て い ま す 。この た め ，当分の 間は ，従来の NPO 法人

の 会計 処理（ 従来の 手引 き に 基づ く も の を 含 む ） に よ っ て ，収支予算書，収支計 算書の 提

出が 認め ら れ ま す 。
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